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特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案
参
照
条
文

○
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
七
月
十
三
日
法
律
第
八
十
六
号
）

（
抄
）

（
排
出
量
等
の
把
握
及
び
届
出
）

第
五
条

第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
伴
う
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
（
第
一
種
指
定
化
学
物
質
等

の
製
造
、
使
用
そ
の
他
の
取
扱
い
の
過
程
に
お
い
て
変
動
す
る
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
に
基
づ
き
算
出
す
る
方
法
そ
の
他
の
主
務

省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
事
業
所
に
お
い
て
環
境
に
排
出
さ
れ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
と
し
て
算
出
す
る
量
を
い
う
。
次
項

及
び
第
九
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
移
動
量
（
そ
の
事
業
活
動
に
係
る
廃
棄
物
の
処
理
を
当
該
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
こ
と

に
伴
い
当
該
事
業
所
の
外
に
移
動
す
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
す
る
量
を
い
う
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
３

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
十
八
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
三
章
及
び
第
二
十
四
条
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
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で
定
め
る
日

三

第
二
章
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
四
条
（
第
一
号
に
限
る
。
）
並
び
に
次
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
六

月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

四

第
二
十
三
条
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定

平
成
十
二
年
四
月
一
日
又
は
前
号
に
定
め
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条

第
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
日
が
、
前
条
第
三
号
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
に
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
に
あ
る
場
合
に
は
、
同

項
中
「
三
十
日
以
内
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
月
以
内
」
と
す
る
。


